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附則

第１章 通則

（趣旨）

第１条 この訓令は、受刑者等の作業の安全及び衛生を確保するため必要な措置を適正に

行うため必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この訓令において使用する用語は、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する

法律（平成１７年法律第５０号。以下「法」という。）において使用する用語の例によ

るほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１） 作業 法第９２条（法第２８８条において準用する場合を含む。）又は第９３条の

規定による作業をいう。

(２) 就業者 作業に従事する受刑者及び労役場留置者をいう。

(３) 作業災害 就業者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等によ

り、又は作業行動その他作業に密接に関連した行動に起因して、就業者が負傷し、疾



病にかかり、又は死亡することをいう。

(４) 化学物質 元素及び化合物をいう。

(５) 作業環境測定 作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について

行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

(６) 作業場 作業（外部通勤作業を除く。）を行う場所をいう。

(７) 指導担任者 刑務作業の事務取扱いに関する訓令（平成１８年法務省矯成訓第３３

３２号法務大臣訓令。以下「事務訓令」という。）第５条第１項第２号による事務を

担任する者をいう。

(８) 工場担任者 事務訓令第５条第１項第３号による事務を担任する者をいう。

第２章 安全衛生管理体制

第１節 総括安全衛生管理者等

（総括安全衛生管理者）

第３条 刑事施設の長は、処遇部長若しくは矯正処遇部長又は次長（本所（刑務所、少年

刑務所及び拘置所（これらの支所を除く。）をいう。以下同じ。）に置かれたものに限

る。）を総括安全衛生管理者に指名し、第５条に規定する総括安全衛生管理者補佐並び

に第１０条に規定する安全管理者、第１３条に規定する衛生管理者その他の作業災害

の防止のための業務に従事する本所の職員の指揮をさせるとともに、本所に係る次の

業務を統括管理させるものとする。

(１) 就業者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(２) 就業者の安全及び衛生のための教育の実施に関すること。

(３) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(４) 作業災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(５) 作業場の安全及び衛生に関すること。

(６) 前各号に掲げるもののほか、作業災害を防止するため必要な業務に関すること。

（総括安全衛生管理者の代理者）

第４条 刑事施設の長は、総括安全衛生管理者が、疾病、事故その他やむを得ない事由に

よって職務を行うことができないときは、代理者を選任するものとする。

（総括安全衛生管理者補佐）

第５条 刑事施設の長は、次の各号に掲げる職員を総括安全衛生管理者補佐に指名し、第

３条各号に掲げる業務の統括管理を補佐させるものとする。

(１) 用度課長又は経理課長（市原青年矯正センターにあっては、庶務課長）

(２) 首席矯正処遇官（作業、職業訓練、指導又は企画担当）

(３) 首席矯正処遇官（処遇、処遇第１又は処遇第２担当）

２ 前項第１号の総括安全衛生管理者補佐は、第３条各号に掲げる業務の企画（自営作業

に限る。）に関する事項の補佐を担当するものとする。

３ 第１項第２号の総括安全衛生管理者補佐は、第３条各号に掲げる業務の企画（生産作

業、社会貢献作業及び職業訓練に限る。）に関する事項の補佐を担当するものとする。

４ 第１項第３号の総括安全衛生管理者補佐は、第３条各号（第２号を除く。）に掲げる

業務の実施に関する事項の補佐を担当するものとする。

５ 刑事施設の長は、やむを得ない事由があるときは、第１項の規定にかかわらず、同項



各号に掲げる職員の代わりに他の職員を総括安全衛生管理者補佐に指名することがで

きる。この場合において、総括安全衛生管理者補佐の担当は、刑事施設の長が定める。

（支所総括安全衛生管理者）

第６条 刑事施設の長は、当該施設に大規模支所（刑務所、少年刑務所及び拘置所の支所

のうち、課が置かれているものをいう。以下同じ。）が置かれている場合には、当該大

規模支所の支所長を支所総括安全衛生管理者に指名し、第８条に規定する支所総括安

全衛生管理者補佐並びに第１０条に規定する安全管理者及び第１３条に規定する衛生

管理者その他の作業災害の防止のための業務に従事する当該大規模支所の職員を指揮

をさせるとともに、当該大規模支所に係る第３条各号に掲げる業務を統括管理させる

ものとする。

（支所総括安全衛生管理者の代理者）

第７条 刑事施設の長は、支所総括安全衛生管理者が、疾病、事故その他やむを得ない事

由によって職務を行うことができないときは、代理者を選任するものとする。

（支所総括安全衛生管理者補佐）

第８条 刑事施設の長は、大規模支所の職員を支所総括安全衛生管理者補佐に指名し、当

該大規模支所に係る第３条各号に掲げる業務の統括管理を補佐させることができる。

２ 刑事施設の長は、複数の支所総括安全衛生管理者補佐を指名する場合には、その担当

する業務を定めるものとする。

（状況の把握等）

第９条 総括安全衛生管理者、総括安全衛生管理者の代理者及び総括安全衛生管理者補佐

並びに支所総括安全衛生管理者、支所総括安全衛生管理者の代理者及び支所総括安全

衛生管理者補佐は、作業場等の状況を把握することに努め、設備、作業方法等に危険

のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければ

ならない。

第２節 安全管理者

（安全管理者の選任）

第１０条 刑事施設の長は、本所及び大規模支所ごとに、安全管理者を選任し、第３条各

号に掲げる業務のうち安全に係る技術的事項を管理させるものとする。

（安全管理者の資格）

第１１条 安全管理者の資格を有する者は、労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３

２号）第５条に定める資格を有する者とする。

（安全管理者の巡視等）

第１２条 安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあると

きは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。

第３節 衛生管理者

（衛生管理者の選任）

第１３条 刑事施設の長は、本所及び大規模支所ごとに、次の各号に定める就業者の数に

応じて、当該各号に定める数の衛生管理者を選任し、第３条各号に掲げる業務のうち

衛生に係る技術的事項を管理させるものとする。

(１) ２００人以下 １人



(２) ２００人を超え５００人以下 ２人

(３) ５００人を超え１０００人以下 ３人

(４) １０００人を超え２０００人以下 ４人

(５) ２０００人を超え３０００人以下 ５人

(６) ３０００人を超える場合 ６人

２ 刑事施設の長は、前項の規定により衛生管理者を選任することができないやむを得な

い事由がある場合において、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長の認可を受

けたときは、同項の規定によらないことができる。

（衛生管理者の資格）

第１４条 衛生管理者の資格を有する者は、労働安全衛生規則第１０条に定める資格を有

する者とする。

（衛生管理者の巡視等）

第１５条 衛生管理者は、毎週１回以上作業場等を巡視するよう努め、設備、作業方法又

は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、就業者の健康障害を防止するため必

要な措置を講じなければならない。

第４節 安全衛生推進者

（安全衛生推進者の選任）

第１６条 刑事施設の長は、大規模支所以外の支所の支所長を安全衛生推進者に選任し、

当該支所に係る第３条各号に掲げる業務を担当させるものとする。

第５節 作業主任者

（作業主任者の選任）

第１７条 刑事施設の長は、労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第６条

各号に掲げる作業を行わせる場合には、労働安全衛生規則別表第１の上覧に掲げる作

業の区分に応じて、同表の中欄に掲げる資格を有する者のうちから作業主任者を選任

し、当該作業に従事する就業者の指揮を行わせなければならない。

２ 前項の規定により選任する作業主任者の名称は、それぞれ、労働安全衛生規則別表第

１の下欄に掲げるとおりとする。

（作業主任者の職務の分担）

第１８条 刑事施設の長は、前条に規定する作業を同一の場所で行う場合において、当該

作業に係る作業主任者を２人以上選任したときは、それぞれの作業主任者の職務の分

担を定めなければならない。

第６節 安全衛生委員会等

（安全衛生委員会）

第１９条 刑事施設の長は、本所に係る次の事項を調査審議させ、刑事施設の長に対し意

見を述べさせるため、毎月１回以上、安全衛生委員会を開催するものとする。

(１) 就業者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(２) 作業災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。

(３) 就業者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(４) 就業者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(５) 作業災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。



(６) 前各号に掲げるもののほか、就業者の危険及び健康障害の防止並びに健康の保持増

進に関する重要事項

２ 安全衛生委員会の構成員は、次のとおりとする。

(１) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者の代理者

(２) 総括安全衛生管理者補佐

(３) 安全管理者（本所で選任された者に限る。）

(４) 衛生管理者（本所で選任された者に限る。）

(５) 作業主任者（本所で選任された者に限る。）

(６) その他刑事施設の長が必要と認める者

３ 安全衛生委員会の議長は、総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者の代理者とす

る。

４ 安全衛生委員会の運営について必要な事項は、安全衛生委員会が定めるものとする。

５ 刑事施設の長は、安全衛生委員会における議事で重要なものに係る記録を作成させる

ものとする。

（支所安全衛生委員会）

第２０条 刑事施設の長は、当該施設に大規模支所が置かれている場合には、当該大規模

支所に係る前条第１項各号に掲げる事項を調査審議させ、刑事施設の長に対し意見を

述べさせるため、毎月１回以上、支所安全衛生委員会を開催するものとする。

２ 支所安全衛生委員会の構成員は、次のとおりとする。

(１) 支所総括安全衛生管理者又は支所総括安全衛生管理者の代理者

(２) 支所総括安全衛生管理者補佐

(３) 安全管理者（支所で選任された者に限る。）

(４) 衛生管理者（支所で選任された者に限る。）

(５) 作業主任者（支所で選任された者に限る。）

(６) その他刑事施設の長が必要と認める者

３ 安全衛生委員会の議長は、支所総括安全衛生管理者又は支所総括安全衛生管理者の代

理者とする。

４ 前条第４項及び第５項の規定は、支所安全衛生委員会について準用する。

第７節 補則

（関係就業者の意見の聴取）

第２１条 刑事施設の長は、安全又は衛生に関する事項について、関係就業者の意見を聴

くことができる。

（指導担任者及び工場担任者の職務）

第２２条 事務訓令第５条第２項の規定により指導担任者に指名された職員は、安全管理

者、衛生管理者及び作業主任者と協力し、次に掲げる事項を行うものとする。

(１) 安全衛生教育の具体的な計画及びその実施

(２) 設備、機械、電気機械器具、安全装置等についての点検表の整備及び点検の実施

(３) 安全及び衛生のための作業手順、作業方法等を記載した作業標準書の作成及びこれ

に基づく指導

(４) ガス、蒸気、粉じん、照度、温度、湿度、騒音等による健康障害の防止



(５) ばい煙、排水、廃棄物、騒音、振動、悪臭等による公害の発生の防止

(６) その他就業者の安全及び衛生の確保並びに公害防止に関する指示を履行するための

措置

２ 事務訓令第５条第２項の規定により工場担任者に指名された職員は、安全管理者、衛

生管理者及び作業主任者と協力し、次に掲げる事項を行うものとする。

(１) 設備、機械、電気機械器具、安全装置、器具、工具、保護具等の取扱方法の就業

者への指導及び監督

(２) 就業者が行う点検表に基づく点検の就業者への指導及び監督

(３) 就業者作業安全衛生心得（作業の安全又は衛生のため必要な事項として矯正局長

が別に定める心得をいう。第２４条第１項において同じ。）の遵守状況の点検並びに

作業標準書に基づく作業手順及び作業方法についての指導及び監督

(４) 前項第４号から第６号までに掲げる事項

（安全管理者等に対する教育等）

第２３条 刑事施設の長は、作業場における安全衛生の水準の向上を図るため、総括安全

衛生管理者、総括安全衛生管理者の代理者、総括安全衛生管理者補佐、支所総括安全

衛生管理者、支所総括安全衛生管理者の代理者、支所総括安全衛生管理者補佐、安全

管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、作業主任者その他作業災害の防止のための業

務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための

教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

第３章 安全衛生教育

（就業時の安全衛生教育）

第２４条 刑事施設の長は、新たに作業に就く者に対しては、当該作業に関する安全衛生

教育を行い、就業者安全衛生心得を周知させるものとする。就業者の作業内容又は作

業方法を変更する場合も、同様とする。

２ 前項の規定により安全衛生教育を実施した場合には、その記録を作成するものとする。

（特別な安全衛生教育）

第２５条 刑事施設の長は、労働安全衛生規則第３６条各号に掲げる作業に従事する就業

者に対し、当該作業に関する特別な安全衛生教育を行わなければならない。

２ 刑事施設の長は、前項の作業に関する安全及び衛生の知識及び技能を十分有している

と認める就業者について、前項の特別な安全衛生教育の全部又は一部を行わないこと

ができる。

３ 第１項の規定により安全衛生教育を実施した場合には、その記録を作成するものとす

る。

第４章 就業制限等

（有資格者以外の就業制限）

第２６条 刑事施設の長は、労働安全衛生法施行令第２０条各号に掲げる作業については、

労働安全衛生規則別表第３の上覧に掲げる作業の区分に応じて、それぞれ同表の下欄

に掲げる者以外の者を当該作業に就かせてはならない。

（職業訓練の特例）

第２７条 刑事施設の長は、職業訓練を受ける就業者（以下「訓練生」という。）に技能



を修得させるため労働安全衛生法施行令第２０条第２号、第３号、第５号から第８号

まで又は第１１号から第１６号までに掲げる作業に就かせる必要がある場合において、

次の措置を講じたときは、前条の規定にかかわらず、職業訓練開始後６月（訓練期間

が６月の訓練科に係る訓練生で、労働安全衛生法施行令第２０条第２号、第３号又は

第５号から第８号までに掲げる作業に就かせるものにあっては５月、当該訓練科に係

る訓練生で、同条第１１号から第１６号までに掲げる作業に就かせるものにあっては

３月）を経過した後、訓練生を当該作業に就かせることができる。

(１) 訓練生が当該作業に従事する間、訓練生に対し、当該作業に関する危険又は健康

障害を防止するため必要な事項を指導担任者に指示させること。

(２) 訓練生に対し、当該作業に関し必要な安全又は衛生に関する事項について、あら

かじめ、教育を行うこと。

２ 刑事施設の長は、訓練生に技能を修得させるため可燃性ガス及び酸素を用いて行う金

属の溶接、溶断又は加熱の作業に就かせる必要がある場合において、前項の措置を講

じたときは、前条の規定にかかわらず、職業訓練開始後直ちに訓練生を当該作業に就

かせることができる。

（年少者の就業制限）

第２８条 刑事施設の長は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６２条第１項及び

第２項に規定する作業については、満１８歳に満たない者を当該作業に就かせてはな

らない。

（女性の就業制限）

第２９条 刑事施設の長は、労働基準法第６４条の３第１項に規定する作業については、

妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性を当該作業に就かせてはならない。

２ 前項に規定する女性以外の女性には、女性労働基準規則（昭和６１年労働省令第３号）

第３条に規定する業務に就かせてはならない。

（中高年齢者等に対する配慮）

第３０条 刑事施設の長は、中高年齢者その他作業災害の防止上その就業に当たって特に

配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて適正な作業に就か

せるように努めなければならない。

第５章 健康の保持増進のための措置

（作業環境測定）

第３１条 刑事施設の長は、有害な作業を行う屋内作業場その他の作業場で、労働安全衛

生法施行令第２１条各号に定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、及びそ

の結果を記録するものとする。

２ 前項の規定による作業環境測定は、作業環境測定基準（昭和５１年労働省告示第４６

号）に従って行うものとする。

（作業環境測定の結果の評価等）

第３２条 刑事施設の長は、前条第１項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づい

て、就業者の健康を保持するため必要があると認めるときは、施設又は設備の設置又

は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

２ 刑事施設の長は、前項の評価を行うに当たっては、作業環境評価基準（昭和６３年労



働省告示第７９号）に従って行うものとする。

３ 刑事施設の長は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その

結果を記録するものとする。

（作業の管理）

第３３条 刑事施設の長は、就業者の健康に配慮して、就業者の従事する作業を適切に管

理するように努めるものとする。

２ 刑事施設の長は、次に掲げる作業については、就業者の就業時間が１日につき１０時

間を超えないようにしなければならない。

(１) 坑内労働

(２) 著しく暑熱な場所における業務

(３) 著しく寒冷な場所における業務

(４) 有害放射線にさらされる業務

(５) 土石、獣毛等のじんあい等を著しく発散する場所における業務

(６) 異常気圧下における業務

（７） 身体に著しい振動を与える業務

（８） 重量物の取扱い等重激なる業務

（９） 強烈な騒音を発する場所における業務

（１０）有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

（健康診断等）

第３４条 就業者（次に掲げる作業に従事するものを除く。）の健康診断その他保健衛生

に関する措置については、被収容者の保健衛生及び医療に関する訓令（平成１８年法

務省矯医訓第３２９３号大臣訓令）の定めるところによる。

(１) 屋内作業場等における有機溶剤作業に常時従事する作業

(２) 鉛作業に常時従事する作業

(３) 四アルキル鉛作業に常時従事する作業

(４) 屋内作業における粉じん作業に常時従事させる作業

(５) 石綿を取り扱う作業

(６) 溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業に常時従事する作業

（刑事施設の長の講ずる措置）

第３５条 刑事施設の長は、作業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置

を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な作業環境を形成するように努めなけ

ればならない。

(１) 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置

(２) 就業者の従事する作業について、その方法を改善するための措置

(３) 作業に従事することによる就業者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又

は整備

(４) 前各号に掲げるもののほか、快適な作業環境を形成するため必要な措置

第６章 安全基準及び衛生基準

（一般基準）

第３６条 作業の安全基準及び衛生基準は、労働安全衛生規則第２編及び第３編（第６０



０条及び第６３０条第２号を除く。）及びその他の法令の例による。

第７章 雑則

（周知）

第３７条 刑事施設の長は、この訓令に基づく作業の安全及び衛生を確保するための措置

のうち、就業者が承知すべき事項の要旨を各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又

は備え付けることその他の方法により、就業者に周知させなければならない。

２ 刑事施設の長は、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第５７条の２第１項又

は第２項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他

の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示

し、又は備え付け、当該物を取り扱う就業者に周知させなければならない。

附 則

この訓令は、既決法の施行の日（平成１８年５月２４日）から施行する。

附 則〔平成１９．５．３０矯総訓３３６１〕

この訓令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律（平成１

８年法律第５８号）の施行の日（平成１９年６月１日）から施行する。

附 則〔平成２３．６．１０矯成訓３４０５〕

この訓令は、平成２３年６月１０日から施行する。

附 則〔令和３．３．１６矯成訓２〕

この訓令は、令和３年４月１日から施行する。

附 則〔令和５．３．３０矯成訓５〕

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。


